
ガ
ソ
リ
ン
を
携
行
缶
で
購
入
す
る

と
き
に
、
本
人
確
認
書
類
の
提
示

が
必
要
に
な
り
ま
す

家
畜
な
ど
を
飼
育
し
て
い
る
人
は

定
期
報
告
が
必
要
で
す

相
続
登
記
・
法
定
相
続
情
報
証
明

制
度
に
関
す
る
無
料
相
談
会

八
戸
盲
学
校
・
八
戸
聾
学
校 
協
働 

相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

サ
テ
ラ
イ
ト
教
室
の
お
知
ら
せ

自
死
遺
族
の
つ
ど
い

２
〜
３
月
定
例
労
働
相
談
会
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毎
年
２
月
を
「
相
続
登
記
は
お
済
み
で

す
か
月
間
」
と
定
め
、
無
料
相
談
会
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

と
き　

２
月
３
日
㈪
〜
28
日
㈮
（
土
・
日

　

曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

と
こ
ろ　

県
内
の
各
司
法
書
士
事
務
所

※
事
前
に
各
司
法
書
士
事
務
所
へ
の
予
約
が
必
要
で
す
。

※
初
回
相
談
は
無
料
で
す
が
、
２
回
目
以
降
や

　

具
体
的
な
手
続
き
は
有
料
に
な
り
ま
す
。

問
青
森
県
司
法
書
士
会

　

☎
０
１
７
・
７
７
６
・
８
３
９
８

　

家
畜
な
ど
を
飼
っ
て
い
る
人
は
、
家
畜

伝
染
病
予
防
法
に
よ
り
年
１
回
飼
育
状
況

を
報
告
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
の
で
、
令
和
２
年
２
月
１
日
現
在
の

飼
育
状
況
を
報
告
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象　

牛
、
水
牛
、
鹿
、
馬
、
綿
羊
、
ヤ
ギ
、

　

豚
、
イ
ノ
シ
シ
、
鶏
、
ア
ヒ
ル
、
ウ
ズ

　

ラ
、
キ
ジ
、
ダ
チ
ョ
ウ
、
ホ
ロ
ホ
ロ
鳥
、

　

七
面
鳥

※
愛
玩
用（
ペ
ッ
ト
）の
場
合
で
も
報
告
が
必
要
で
す
。

提
出
方
法　

持
参
、
郵
送
、
ま
た
は
Ｆ
Ａ

　

Ｘ
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
提
出
く
だ
さ
い
。

提
出
期
限　

２
月
14
日
㈮

※
報
告
書
の
様
式
は
、
十
和
田
家
畜
保
健
衛
生

　

所
ま
た
は
農
林
畜
産
課
（
本
館
２
階
2
番
窓

　

口
）
に
備
え
付
け
て
い
る
ほ
か
、
十
和
田
家

　

畜
保
健
衛
生
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ

　

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問
農
林
畜
産
課
☎
51
６
７
４
５

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
㉒
９
３
９
９

問
十
和
田
家
畜
保
健
衛
生
所
☎
㉓
６
２
３
５

　

盲
学
校
・
聾ろ
う
学
校
教
員
が
「
見
え
、
聞

こ
え
、
こ
と
ば
、
発
達
」
な
ど
に
関
す
る

相
談
支
援
を
無
料
で
行
い
ま
す
。

と
き　

２
月
27
日
㈭

　

午
後
１
時
30
分
〜
４
時
30
分

と
こ
ろ　

保
健
セ
ン
タ
ー

対
象　

乳
幼
児
〜
成
人
（
家
族
や
担
任
の
先
生
も
可
）

※
事
前
に
予
約
が
必
要
で
す（
保
健
セ
ン
タ
ー

　

に
申
し
込
み
用
紙
が
あ
り
ま
す
）。　

問
八
戸
盲
学
校
・
八
戸
聾
学
校
相
談
支
援

　

セ
ン
タ
ー
☎
０
１
７
８
・
４
３
・
３
９
６
２

　

大
切
な
人
を
自
死
で
亡
く
さ
れ
た
方
々

が
集
ま
り
、
自
分
の
体
験
や
思
い
を
話
せ

る
場
で
す
。聞
く
だ
け
で
も
構
い
ま
せ
ん
。

と
き　

２
月
22
日
㈯

　

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

と
こ
ろ　

ユ
ー
ト
リ
ー
４
階
研
修
室

　
（
八
戸
市
一
番
町
１
丁
目
９　

22
）

問
青
森
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
こ
こ
ろ
の
電
話
☎
０
１
７
・
７
８
７
・
３
９
５
７

　

令
和
元
年
７
月
に
起
こ
っ
た
京
都
市
の

爆
発
火
災
を
受
け
て
、
ガ
ソ
リ
ン
の
適
正

な
使
用
を
徹
底
す
る
た
め
、
消
防
法
に
よ

り
、
２
月
１
日
か
ら
ガ
ソ
リ
ン
を
携
行
缶

で
購
入
す
る
場
合
、
本
人
確
認
（
運
転
免

許
証
の
提
示
な
ど
）、
使
用
目
的
の
確
認

な
ど
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。
ガ
ソ
リ
ン

を
購
入
す
る
際
は
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
十
和
田
地
域
広
域
事
務
組
合
消
防
本
部

　

予
防
課
☎
㉕
４
１
１
３

　

労
働
者
と
事
業
主
と
の
間
に
生
じ
た
労

働
問
題
（
解
雇
・
長
時
間
労
働
・
パ
ワ
ハ

ラ
な
ど
）
に
つ
い
て
、
青
森
県
労
働
委
員

会
委
員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

問
青
森
県
労
働
委
員
会
事
務
局

　

☎
０
１
７
・
７
３
４
・
９
８
３
２

とき ところ
２月４日㈫
午後１時 30 分～３時 30 分

青森県労働
委員会
（東奥日報新町
ビル４階）

２月 16 日㈰
午前 10時 30 分～午後０時 30分

３月３日㈫
午後１時 30 分～３時 30 分

３月 15 日㈰
午前 10時 30 分～午後０時 30分

労働相談会


